
鳥取県ハラスメント防止要綱

１ 目 的

この要綱は、職員によるハラスメント行為の防止に関し、必要な事項を定めることに

より、相互に人権を尊重し合う良好な職場環境及び行政に対する信頼性を確保すること

を目的とする。

２ 定 義

（１）この要綱において「職場」とは、職員がその職務を遂行する場所をいい、公務のた

めの旅行先その他職員が通常勤務をする場所以外の場所及び職場の上下関係や人間関

係がそのまま持続する宴席その他実質的に職場の延長線上にあるものを含むものとす

る。

（２）この要綱において「ハラスメント」とは、職場における本来の業務、指導、人材育

成等の適正な範囲を超えて、相手の人格や尊厳を侵害するような嫌がらせ等を継続的

に行い、それを受けた職員の働く環境を悪化させたり雇用について不安を与えること

をいう（職員が職員以外に対して職務上行う行為を含む。）。

なお、客観的にみて，業務上の必要性に基づく言動によるものについては含まない

ものとする。

３ 基本理念

（１）県の責務

① 県は、職員によるハラスメント行為の未然防止及び排除に努めるものとする。

② 現にハラスメント行為が発生した場合には、県は、被害者の救済を第一として誠

実にその解決に当たるとともに、必要に応じて全庁的な再発防止方策を講じるもの

とする。

この場合において、被害事案に係る苦情相談に当たっては、被害者及び行為者の

プライバシーの保護に十分留意するものとする。

また、職員又は職員以外の者が相談したこと又は事実関係の確認に協力したこと

等を理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、十分留意するものとする。

（２）職員の責務

① 職員は、ハラスメント行為は単なる当事者の問題として理解することなく、職場

全体の問題並びに人権意識につながる重要な問題であるとの認識に立って、その防

止に努めるものとする。

② 職員は、現にハラスメント行為が発生していると認めるときは、進んで相談窓口

に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

４ 相談体制

（１）職員からの相談窓口の設置



① 相談員の構成

職員によるハラスメント行為に関する相談を受けるため、次のとおり相談員を置く。

ア 外部相談員（１人）

イ 内部相談員

･･･本庁各部局及び地方機関の各地区及び職員支援課に設置

② 相談員の職務

相談員の職務は、次のとおりとする。

ア 職員によるハラスメント行為に対する苦情相談の内容聴取及び調査

イ 被害者に対する助言指導

ウ 加害者及び所属職場に対する指導及び必要なあっせん（軽易なものに限る）

エ ハラスメント防止委員会への調査審議並びに加害者及び所属職場に対する指導

・措置の検討要請

オ ハラスメント防止委員会への相談対応状況の報告

(注) 相談員は、相談を受けたときは迅速かつ適切に処理するよう努めることと

し、相談員のみでの対応では困難と判断した場合には、直ちに防止委員会

への調査審議を要請すること。

③ 相談方法

ア 職員は①の相談員のいずれに対しても苦情相談を行うことができる。

イ 相談は、直接面接、電話、文書等どのような方法でも可能とする。

ウ 匿名による相談も可能とする。希望するときは、申し出ること。

（２）職員以外の者からの相談窓口の設置

職員による、職務上接する職員以外の者に対するハラスメント行為に関して、職員以

外の者からの相談を受けるため、職員支援課に相談窓口を設置する。

① 相談対応

職員支援課で受け付けた相談に対しては、次のとおり対応する。

ア 職員によるハラスメント行為に対する苦情相談の内容聴取及び調査

イ 加害者及び所属職場に対する指導及び必要なあっせん（軽易なものに限る）

ウ ハラスメント防止委員会への調査審議並びに加害者及び所属職場に対する指導

・措置の検討要請

エ ハラスメント防止委員会への相談対応状況の報告

② 相談方法

ア 相談は、電話、電子メール、手紙で受け付けるものとする。

イ 匿名による相談も可能とする。

※相談内容により、職員支援課から（１）①の外部相談員へ相談対応を依頼する場

合もある。

５ ハラスメント防止委員会

（１）設置及び構成

県庁におけるハラスメント行為の未然防止及び被害に組織的に対応するため、次の



とおりハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を設置する。

① 委員

管理職員･･･元気づくり推進局女性活躍推進課長、人権局人権・同和対策課長

一般職員･･･各部推薦者(５人、うち１人は非常勤職員)、職員団体推薦者(５人、

うち１人は非常勤職員)

② 会長

管理職委員の互選とする。

（２）防止委員会の職務

① 相談員からの相談対応状況報告の把握

② 相談員からの要請に基づく加害者及び所属職場に対する指導・措置の調査審議並

びに人事当局への処分の要請

③ 県に対する全庁的な対策、必要な措置の提言

（３）会 議

防止委員会の会議は、必要に応じて、随時に開催することとする。

(４）事務局

職員支援課

６ 職員の処分

人事当局は、職員のハラスメント行為により著しい被害を受けた事案が発生した場合、

防止委員会から処分の要請があった場合、その他必要があると認める場合には、速やか

に必要な調査を行い、地方公務員法第２７条の規定に基づく懲戒処分の適否を検討す

るものとする。

この場合において、必要があると認めるときは、防止委員会に対し、必要な書類の提

出を求めることができる。

７ 職員の意識啓発

（１）県は、研修会の開催、パンフレット配付等を通して、常にハラスメント行為に対す

る職員の意識向上及び普及啓発に努めるものとする。

（２）県は、特に新たに職員となった者及び新たに管理監督者になった者に対し、ハラス

メント行為防止に対する意識の向上に努めるものとする。

８ その他

他任命権者の職員によるハラスメント行為に対する相談を受けた場合は、相談者本人

の同意を得て、該当する任命権者の担当者に取り次ぐものとする。

附 則

この要綱は、平成１２年２月２８日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則



この要綱は、平成１３年７月９日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成１５年６月１８日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成１６年６月１６日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。

附 則

この要綱は、平成１７年７月２６日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年５月１９日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２１年６月３日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２２年６月２日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２３年４月６日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月５日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成３０年４月２６日から施行する。


